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財政から見た障害者の自立に関する研究
� 身体障害者福祉施策を中心に �

坂本 　圭�� 　 木健志�� 　

は じ め に

我が国の経済状態は，戦後の焼け野原から高度経
済成長，バブル景気，そしていわゆる「空白の�	年」

を経て，現在「いざなぎ景気」を超える好景気とい
われている．一方，近年，財政状況の悪化等を背景
に構造改革という言葉が多用され，社会福祉の分野
においても社会福祉基礎構造改革のもとにさまざま
な施策が展開されている．このような状況の中で，
我が国の社会福祉財政の現状と課題を明らかにし，
今後の制度設計を明確にするため，適切な財政のあ
り方について考えることは重要なことである．
本稿では，このような研究に向けた端緒を開く目

的で，特に�			年までの身体障害者福祉施策に焦点
をあて，自立観の変遷を交えながら考察していき
たい．

わが国の障害者福祉施策の変遷について

ここでは，戦後（�
�年以降）の我が国における障
害者福祉施策の変遷について，福祉施策の流れおよ
び「身体障害者」の定義の �点から触れていきたい．
�．障害者福祉の歴史的変遷について

まず，障害者福祉の歴史的変遷について概観する．
障害者福祉の根拠となる各法は，「身体障害者福祉

法」が�

（昭和�）年，「精神薄弱者福祉法」（現
知的障害者福祉法）が�
�	（昭和��）年にそれぞれ
制定されている．また，精神障害者の分野では�
�	

（昭和��）年に「精神衛生法」がすでに制定されて
いたものの，当時は医療の範疇にあった．しかし，
�

�（平成 �）年に「精神保健法」のなかで「福祉
の視点」が謳われ，�

�（平成 �）年に制定された
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」にお
いて，精神障害者に対する福祉施策が積極的にすす

められることとなった．
このように，これまでは施策が障害者の種類によ

り別々に展開されていたが，�

�（平成 �）年の「障
害者基本法」成立や，�		�（平成��）年の「障害者

自立支援法」成立を受けて，身体障害者福祉施策・
知的障害者福祉施策・精神障害者福祉施策は，総合
的に展開されていくこととなった．これらの歴史的
変遷については，図 �にまとめた．
�．「身体障害者福祉法」における身体障害者の定

義の変遷

�

（昭和�）年，「身体障害者福祉法」制定時
の定義（第 条）見ると，「この法律において『身
体障害者』とは，別表に掲げる身体上の障害のため

職業能力が損傷されている��歳以上の者であって，
都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたも
のをいう」と記されている（下線部筆者）．また，現
行の法律においては，「『身体障害者』とは，別表に
掲げる身体上の障害がある��歳以上の者であって，
都道府県知事から身体障害者手帳の交付をうけたも
のをいう」とされている．
さらに，身体障害者福祉法の目的の変遷について
概観する．�

（昭和�）年制定時は，「身体障害

者の更生を援助し，その更生のために必要な保護を
行い，もつて身体障害者の生活の安定に寄与する等
その福祉の増進を図ることを目的とする．」とされ
ていた．その後�
�	（昭和��）年の改正において，
「身体障害者の更生を援助し，その更生のために必要
な保護を行い，もつて身体障害者の福祉を図ること
を目的とする」に変更された．この後の，�
�（昭
和�
）年の改正時には「身体障害者の更生を援助し，
その更生のために必要な保護を行い，もつて身体障

害者の生活の安定に寄与する等その福祉の増進を図
ることを目的とする」とされ，�

�（平成 �）年に
は，「この法律は身体障害者の自立と社会経済活動
への参加を促進するため，身体障害者を援助し，及
び必要に応じて保護し，もつて身体障害者の福祉の
増進を図ることを目的とする」とされた．このよう
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図 � わが国の障害者福祉施策の流れ
出所：筆者作成

な変遷を見てみると，法律制定当時，「職業能力の
再獲得の可能性の有無」が，いわば福祉へのゲート
キーパであったことが分かる．この後，福祉制度の
変遷を経て，職業能力の有無の文言が消えていって
いる．ここに，戦後から現在までに，福祉観，つま
り障害者の自立観の変化が影響しているのではない
かと考えられる．そこで，次章では自立観について

触れていきたい．

自立観の変遷

�．「身体障害者福祉法」の変遷にみる自立観の変化

さらに，身体障害者福祉法の変遷の中からも，自
立観の変化を読み取ることができるのではないだろ
うか．�

（昭和�）年制定時の理念は，「この法律
は，身体障害者の更生を援助し，その更生のために
必要な保護を行い，もつて身体障害者の福祉を図る
ことを目的とする．」というものであった．（下線筆
者，以下筆者）その後，�
�	（昭和��）年の改正に

おいて，「この法律は，身体障害者の更生を援助し，
その更生のために必要な保護を行い，もつて身体障
害者の生活の安定に寄与する等その福祉の増進を図
ることを目的とする」となった．�
�（昭和�
）年
の改正においては，「この法律は，身体障害者の更生
を援助し，その更生のために必要な保護を行い，も

つて身体障害者の生活の安定に寄与する等その福祉
の増進を図ることを目的とする」とされたが，�

�
（平成 �）年の改正では，「この法律は身体障害者の
自立と社会経済活動への参加を促進するため，身体
障害者を援助し，及び必要に応じて保護し，もつて
身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする」
とされた．

このような自立観の変遷を見てみると，これまで
の更生，つまり「リハビリテーションの対象として
の身体障害者」という観点から，�

�（平成 �）年
の改正では，「身体障害者の自立と社会経済活動の
参加者としての身体障害者」というとらえ方へと変
化していっていることが読み取れるであろう．
�．自立観の変遷について

このように，「自立」の概念は戦後においては，他
者からの一切の支援を受けない，依存しないように

するという解釈であった．しかし，現在では，必要
に応じて援助を得ながら生活の主体者として自己実
現を図る方向での自立感が一般的に受け入れられて
いる．このように，時代とともに変化してきている
ことがわかる．このことについて，古川��は自立に
ついて，「自助的自立」と「依存的自立」として区
分している．「自助的自立」とは，生活者の自己決
定と自己責任に基づいて確保される社会資源のみに
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よって，その生命ならびに活力が維持・再生産され
ている状態のことをさし，生活者の生活が第 �者や
社会福祉制度に依存することなしに独立して維持さ
れている状態をいう．他方「依存的自立」とは，た

とえ生活者の生活の一部を第 �者や社会福祉その他
の制度に依存していたとしても，生活の目標・思想
信条・場，様式，行動などに関して可能な限り生活
者による自己選択権や自己決定権が確保されている
状態を意味している．現在の「自立」が後者の意味
を含むものとして認識されていることが条文の再検
討からも明らかであろう．一方で，脱施設及び地域
でのケアを受けての自立が，障害者施策を論じる大
前提とはなってはいるが ��，果たして自立観がどの

ように反映したかについて，次章では財政的側面に
焦点を当て検討することとする．

����年までの身体障害者に対する

支援施策に関する国家予算の変遷

ここでは，わが国の障害者支援に関する政策を財
政面から明らかにしていく ���．我が国における社会

福祉政策の費用の一部は，一般会計歳出の主要経費別
分類の一項目である社会保障関係費の中の社会福祉
費によって行われている．ここでは，社会福祉費の
構成要素である「身体障害者福祉」と「知的障害者福
祉」について時系列整理を試みる．その結果は，表 �

のようになる．この表を見ると，例外は見られるも
のの，各年とも一般会計歳入の伸びを上回る勢いで増
えていることがわかる．ちなみに，�
��年��
��年
では一般会計歳入が平均�����の伸びを示している

のに対して，「身体障害者福祉」は平均�	���，�
��
年��
��年では一般会計歳入の伸びが平均
���に対

表 � 社会福祉費と一般会計歳入の実績値と伸び率

出所：一般会計歳入については平成��年度財政統計より作成
社会福祉費については社会保障統計年報（各年）より作成
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して「身体障害者福祉」は平均�����，�
��年��

�
年では一般会計歳入の伸びが平均���に対して「身
体障害者福祉」は平均
���，�

�年��

�年では
一般会計歳入の伸びが平均�	���に対して「身体障

害者福祉」は平均�����となっている．そこで，こ
こでは「弾力性」の概念を用いて，一般会計歳入が
� �増加したとき，各障害者福祉費は何�増加した
かを各年で検証してみる．すなわち，「身体障害者
福祉」の伸び率を � �，一般会計歳入の伸び率を
� �とした時，弾力性（�）は，� � ��� で表すこ
とができる．この時，	 � � �� � の場合，財政歳
入において身体障害者福祉政策は相対的に軽んじら
れたといえ，� � � の場合，財政歳入において身体

障害者福祉政策は相対的に重んじられたといえる．
同じように「知的障害者福祉」の伸び率を � �とし
た場合の弾力性（�）は，� � ��� で表すことがで
きる．この時，	 � � �� � の場合，財政歳入にお
いて知的障害者福祉政策は相対的に軽んじられたと
いえ，� � � の場合，財政歳入において知的障害者
福祉政策は相対的に重んじられたといえる．これら
をもとに，弾力性（�），（�）を時系列に整理したの
が図 �となる．この図を見ると，�

	年代までは弾

力性が �を超える年がほとんどであったのが，�

	
年を過ぎる頃から弾力性が �を下回る年が見られる
ようになった．このことから，バブル崩壊以降の不
景気による財政の悪化により，障害者支援が財政面

から見ると軽んじられているということが理解でき
る．また，その後の「支援費制度」創設後の福祉需
要の増大をみると，少なくとも�			年までは，障害
者に対して十分な自立支援施策が行き届いてはおら

ず，前述のように財政状況に応じて進められている
面からも，アドホック（�� ���）な自立支援施策が
行われていたと言えなくもない．

お わ り に

障害の種別に関わらず，市町村を中心とした一元
的サービスを提供する体制を整備しようとする「障
害者自立支援法」が本格的に施行され，さまざまな
課題が明らかになりつつある．また，「障害者自立支
援法」の施行が，国からの自立というのみで，真の

自立を援助しているかということについては，詳細
なデータの分析が必要であろう．第 �章で見たよう
に，その場限りの施策であってはならないし，真の
自立を促す政策でなければ意味がない．いくら耳さ
わりのよい言葉や理念であったとしても，当事者や
その家族にとっての生活の営みが守られなければ，
それらの理念は，机上の空論に過ぎない．今後は，
「知的障害者福祉分野」「精神障害者福祉分野」にお
ける施策と国策との関係についても順次報告してい

くとともに，実証データを積み上げることで真の自
立援助に向けた政策の方向性を解明していきたい．

図 � 弾力性の推移
出所：表 �をもとに筆者作成
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注

� � ）障害者に対する自立支援は多く見られるが，ここではその中の方法の �つとして財政的支援を挙げることをあらかじめ

断っておく．
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